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Transfer  
pricing - FAQ
2010年の秋にインドネシアの移転価格規定が

発令されて以来、移転価格は納税者、インド

ネシア税務当局（Indonesian Tax Office  

“ITO”）の双方にとって最大の関心事となって

きました。

この冊子は、御社のビジネスが移転価格に対

応しているかどうかだけでなく、税務調査に耐

えうるものであるかどうかを検証するための知

識を提供するものです。よくある質問に対して

簡潔かつ洞察力を以って答えることにより、税

務更正に関する潜在的リスクを検証し、必要な

対策または適切な措置を講ずる際の役に立つ

ことを願うものです。

御社の海外関連会社および株主がインドネシ

アにおける移転価格の問題を認識し、注意を

要する事態が発生した場合には、移転価格の

専門家に相談されることをお薦めします。

Update January 2016
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移転価格とは？ 

インドネシアの2010年移転価格規定には次

のような一文があります。 

移転価格とは“特殊な関係にある当事者間

取引における価格の決定”である。

移転価格は関連当事者間での物品、サービ

スあるいはその他の取引（例えば、無形

資産の使用許諾や親子ローンなど）におけ

る取引価格の問題です。非関連者間の商取

引は市場の実勢に従って行われ、交渉の結

果、双方が合意した価格が取決められま

す。しかし、共通の株主または共通の支

配下にある多国籍企業 (Multi National 

Enterprise“MNE”)や企業グループの場合

は状況が（一般の場合と）異なり、価格条

件や収益レベルが歪められることがあり

ます。

ほとんどの国の税制では、個別的事業体ア

プローチが用いられています。つまり、多 

国籍企業グループの各事業体は、税務上別

個の事業体として取扱われています。適切

な課税標準に基づいて納税するために、グ

ループ内におけるそれぞれの企業はあたか

も独立した事業体として取引をしており、

特殊な関係のために取引価格が歪められて

いることはないとの前提が必要とされてい

ます。

OECDおよびその加盟国は、世界的な貿易、

投資に対して移転価格が潜在的な影響を及

ぼすと認識しています。この問題に対して

統一的に対処するために、OECDは2010年7月

に移転価格ガイドライン１を発表していま

す。そこでは、「移転価格は、納税者およ

び税務当局双方にとって重要である。なぜ

なら、収益と費用の大部分は移転価格に左

右され、結果として各国における課税利益

を決定するからである」と述べられていま

す。 また、国連も2013年に同様の内容を

含む「開発途上国のための移転価格実務マ

ニュアル」を発行しています。

関連当事者間の取引価格を決定するものと

して世界的に認められている原則に、独

立企業間原則があります。この原則の下で

は、関連当事者間の取引価格は、あたかも

関連のない者との取引であるかの如く定め

なければなりません。仮に、価格あるいは

条件が独立した当事者間取引と異なる場

合、インドネシア税務当局は利益に対して

相応な「更正」を行うことができるとされ

ています。

多国籍企業のグローバル化がますます進展

している昨今、移転価格は世界中の税務当

局の注目を集めています。インドネシアも

例外ではなく、通常の独立企業間原則を遵

守しつつ、インドネシア特有のアプローチ

に注意する必要があります。

また、インドネシアでは一定の国内取引も

移転価格規定の適用を受けることから、税

務当局の関心を引くことになるので注意が

必要です。

１多国籍企業と税務当局のためのOECD移転価格ガイドライン



Transfer Pricing - FAQ      4Transfer Pricing - FAQ      4

特殊な関係とは？

インドネシアでは、特殊な関係を以下のと

おり定義しています。

 � 資本参加比率25％以上（直接、間接、も 

しくは、共有）

 � 経営あるいは技術を通じての支配、ま

たは

 � 家族 · 血縁関係

この定義は、OECDモデル租税条約や他国の

税制において採用されている定義、および

会計基準に基づき財務諸表で開示される関

連当事者取引の範囲とは異なっています。

このことは対象となる取引の相手方（イン 

ドネシア国外の取引相手）の特定に影響す

るだけでなく、当地における移転価格文書

の範囲やアプローチ方法に問題を引き起こ

す可能性があります。更には、二重課税の

問題を引き起こす可能性もあります。

また、インドネシア税務当局は生産物分与

契約（石油・ガス）や操業契約（鉱山）、

および相互に経済的な依存関係にある両者

(例えば、単一の顧客とのみ取引している

場合)を関連当事者と定義づけることも検

討しています。
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独立企業間価格が反映されているか？

非関連者間での取引であった場合に何が起

こりえたかを正確に想定することは、実際

にはもちろん不可能です。そのため、OECD

ガイドラインには適切と考えられる5つの

移転価格手法が挙げられています。

 � 独立価格比準法（Comparable 

Uncontrolled Price“CUP”）

 � 再販売価格基準法 (Resale Price 

Method“RPM”）

 � 原価基準法（Cost Plus Method“CPLM”）

 � 利益分割法（Profit Split Method 

 PSM”）

 � 取引単位営業利益法（Transactional 

Net Margin Method“TNMM”）

これらの方法はインドネシアの税法 (the 

Indonesian Tax Law“ITL”)および移転価

格規定でも明記されていますが、詳細な適

用方法は今後の改定を待つことになりま

す。また、OECDガイドラインはこれら5つ

以外の方法を適用することも認めています

が、インドネシアの移転価格規定にはその

ような条項は設けられていません。

事実上、各国においてOECD移転価格ガイド

ラインが容認されていますが、適用にあた

っては国により差異があります。したがっ

て、納税者は一概にOECDガイドラインに依

存するのではなく、その国の税務当局特有

の要件を満たすよう注意が必要です。

インドネシアの納税者の義務は？

1983年に所得税法が施行されて以来、イン 

ドネシア税務当局は移転価格に関する「更

生」2 を行う権利が与えられてきました。

更生を行うためのガイドラインが1993年に

公表され、2002 年からは法人所得税の確

定申告において関連当事者間取引を開示す

ることも求められました。

しかし、2007年までは必要事項の詳細が定

められていなかったこともあり、移転価

格文書作成に関する言及はありませんで

した。

2009年から、確定申告において開示する関

連当事者間取引が詳細化するとともに、納

税者は移転価格文書が準備されていること

を言明する義務を負うことになりました。

最も明確なガイダンスは2010年のインドネ

シア移転価格規定です。それによれば、イ

ンドネシア税務当局は独立企業間原則を適

用し、その原則に従って価格を決定するた

めの基本的な要件を示すとともに、文書化

に必要な事項を定めるとされています。

これらの諸規定は2011年に改定され、より

OECDガイドラインに沿ったものとなりま

した。そこでは、5つの移転価格手法のう

ち最適な方法を採用するべきであると規定

されており、各手法が簡単に記載されてい

ます。

2  所得税法第18条(3)項
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2013年に税務調査官に示された改定ガイダ 

ンスは、より詳細な説明を付しています。

このガイダンスには、税務調査官が独立企

業間原則の遵守を納税者に確認するための

移転価格質問書が含まれています。

さらに、昨今では税源浸食と利益移転の抑

制が全世界的な課題となっていることか

ら、追加的な対応が必要になると考えられ

ます。OECDは税源浸食と利益移転（Base 

Erosion and Profit Shifting“BEPS”）に

関する最終報告書を最近公表しました。こ

のBEPSプロジェクトはG20各国の同意のも

と2013年にOECDが開始したものであり、各

国間での税制の隙間をつくことにより多国

籍企業が税負担を大幅に軽減しているとい

う問題に対処する取り組みです。

移転価格はBEPSプロジェクトにある15の行

動計画の一つに採り上げられており、移転

価格の結果と価値創造拠点との整合性確保

や国別報告書の導入などが議論されていま

す。これによれば、移転価格文書はマスタ

ーファイルとローカルファイル、および収

入、利益、税額、事業内容等を記載した国

別報告書から構成され、税務当局はより効

果的に移転価格に関する情報を把握できる

ことになります。

インドネシアはOECD加盟国ではありません

が、G20メンバーとしてBEPSの議論に参加

しており、国別報告書の導入は避けられな

いと思われます。インドネア税務総局(The 

Directorate General of Taxation“DGT”）は

国別報告書を導入する意思があることを非

公式に表明していますが、導入時期につい

ては明らかにされていません。
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移転価格文書化を要求されない場合が   

あるか？

幸い、答えはイエスと言うことができま

す。まず、国内の関連者間取引について、

改定規定では文書化は次のような異なる課

税標準の対象となる納税者に対してのみ求

められるとされています。

 � 異なる税率が適用される納税者

 � 異なる税体系（最終分離課税-ファイナ

ルタックス）が適用される納税者

 � 高級奢侈品税が適用される取引

さらに、中小企業のような法人税の軽減税

率が適用される納税者は文書化義務が軽減

され、インドネシア税務当局による調査を

免れる可能性があります。また、現行のミ

ニマム取引金額100億ルピア（約8,500万円

相当）についても改定される可能性があり

ます。 このように、納税者が広範囲の経

済分析を免れる、いわゆるセーフハーバー

が導入されるかもしれません。

したがい、どの範囲まで文書化を準備する

必要があるかは、ビジネス上の判断が必要

です。
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移転価格は、なぜ管理、監視されなければ

ならないのか？

移転価格は経済状況に基づき定められるた

め、その分析では事業体が果たす機能、想

定されるリスク、使用する資産を考慮する

ことが求められます。

ビジネスが変わった場合、その変更は移転

価格に反映されなければなりません。流

通業者が製造分野に進出するなど事業拡大 

した場合、あるいは逆に特定の機能を関連

者に外注化したりする場合は、移転価格方

針もこれらの状況変化に従って見直す必要

があります。

将来の変動に対しては、前もって準備する

ことが大切です。収益レベルの低下は税務

当局の注意を引くことになりますし、還付

請求をすれば必ず税務調査が入ります。さ

らに、移転価格の変更は法人所得税のみに

影響するものではありません。各種の源泉

税、 付加価値税、奢侈品販売税、それに

関税にも影響し、更にこれら全てが当事者

間における価格と相互に影響しあうことに

なります。

インドネシアの税務当局は、どのようにし
て、瑕疵のある移転価格方針を検出する

のか？

継続的な損失あるいは過少な課税所得、さ

らに関連当事者間の重要な取引を示唆する

資料は インドネシア税務当局の注意を引く

可能性が高く、移転価格設定に対する疑念

を抱かせることにつながります。このよう

な事項に対する当局の関心はかなり広範囲

に及んでおり、多くの納税者が インドネ 

シア税務当局の企業担当職員（Account 

Representative）あるいは税務調査官から

問い合わせを受けてきました。
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他の係争解決法

通常、税務調査の結果として行なわれた更

正に異議がある場合、定められたプロセス

に従って異議申し立てを行い、それが却下

された場合には税務裁判所に提訴すること

ができます。現在、移転価格に関連した多

くのケースが税務裁判所において審議され

ています。

しかしながら、税務裁判の結果は不確実で

す。そこで、代替案として相互協議手続  

( Mutual Agreement Procedure“MAP”）の 

制度を利用することが考えられます。  

MAPではインドネシア当局と取引相手国の

当局が移転価格の解決方法を協議します。

そのため、MAPの結果が納税者にとって完

全に満足いくものではなかったとしても、

少なくとも二重課税を回避することができ

ます。

その他、移転価格が将来更正を受けないと

いう保証を積極的に求めるのであれば、

取引価格事前取極制度（Advance Pricing 

Agreement“APA”） を申請することができ

ます。 この制度には、インドネシア税務

当局と単独で取極める ユニラテラルAPA、

２国間の税務当局によるバイラテラル

APA、および多国間の税務当局によるマル

チラテラルAPAがあります。

相互協議、取引価格事前取極の手続きにつ

いては、インドネシア財務省から2014年お

よび2015年に出された規則で詳細が定めら

れています。現在、インドネシア税務当局

は何件かの相互協議、事前取極を取り扱っ

ています。

KPMG Indonesiaは皆様を支援します

企業が法令を遵守し、自らの利益を守るた

めの一助として、KPMGは高品質、高付加価

値なサービスを提供いたします。

 � 新しい取引方法に関する検討；

 � リストラクチャリングの検討；

 � 新規市場への参入；

 � ビジネス戦略の変更；

 � コンプライアンスの確実な達成；

 � 企業方針や立場の堅持；

 � 税務調査に対する確実な対応；

 � 独立企業間原則に則した関連者間取引価

格の設定；

 � 法令に定められる手続きの確認；
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KPMG Indonesiaには移転価格問題に精通 

した経験豊富な専門家チームがおり、世界

各地のメンバーと連携して、あらゆる問題

に対処しています。

 � 移転価格文書とその他のコンプライア 

ンス－インドネシア移転価格文書の他、

インドネシア税務当局から求められる文

書の作成を支援します。

 � 計画立案－利益水準の変化に相応する経

済的根拠を考慮し、インドネシア税務当

局の調査に耐え得る移転価格方針の立案

を支援します。

 � 遂行 － 現在および将来の移転価格方

針や企業間 契約に対するアドバイスな

ど、移転価格に関するリスク管理を支援

します。

 � 係争の解決－国内訴訟、相互協議、事前

価格取極などの所轄官庁対応を支援しま 

す。
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